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計 画 期 間  
 令和 5 年 4 月 1 日 
 令和 15 年 3 月 31 日 

（令和８年４月１日変更） 

北  海  道  

美  深  町  

 



 

変 更 理 由 

地域森林計画に適合させるための変更 

公益的機能別施業森林等の変更 

一部文言の修正 

変 更 内 容 

公益的機能別施業森林及び木材等生産機能の維持増進を図る森林

の区域の一部見直し 

計画対象面積の増減による変更 

林業に従事する者の養成及び確保に関する指針の一部文言の修正 

変更計画が有効 

となる年月日 
令和８年４月１日から適用 
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